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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される物標認識装置であって、
　レーダ波を送受信する複数の送受信チャンネルを有する送受信器から受信データを取得
するデータ取得手段（Ｓ１０）と、
　自車両の周囲の状況を撮像する画像センサから撮像データを取得する画像取得手段（Ｓ
３０）と、
　前記受信データ及び前記撮像データに基づいてレーダ波を反射した物標を検出する検出
手段（Ｓ４０）と、
　を備え、
　前記検出手段は、
　前記画像取得手段にて取得した撮像データから、正確に物標の情報を取得することが必
要となる一つ以上の関心方向を抽出する関心方向抽出手段（Ｓ２１０）と、
　前記データ取得手段にて取得した受信データを用いて前記関心方向のそれぞれについて
ビームフォーミングを行い、ビームフォーミングを行うことにより得られるデータ列を用
いて物標検出を行う物標検出実行手段（Ｓ２３０～Ｓ２６０）と、
　を備え、
　前記関心方向抽出手段は、撮像データから抽出された複数の関心方向について歩行者が
存在する方向を最も高い順位とする優先順位を設定する順位設定手段（Ｓ２１０）を備え
、
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　前記物標検出実行手段は、前記順位設定手段が設定した優先順位に従って前記優先順位
の高い順にビームフォーミングを行う
　ことを特徴とする物標認識装置。
【請求項２】
　前記データ取得手段が取得した受信データを、前記送受信チャンネル毎に距離ＦＦＴを
行うことによってピーク周波数を検出し距離算出を行う距離算出手段（Ｓ１１０、Ｓ１３
０）と、
　前記距離算出手段により検出されたピーク周波数毎に方位検出を行う方位算出手段（Ｓ
１２０、Ｓ１３０）と、
　を備え、
　前記撮像データのうち前記関心方向が抽出される範囲は、前記距離算出手段にて算出さ
れた距離及び前記方位算出手段にて算出された方位を用いて設定した設定範囲に制限され
ることを特徴とする請求項１に記載の物標認識装置。
【請求項３】
　前記関心方向抽出手段は、前記関心方向として、車両が走行する上で障害となる物標が
存在する方向を用いることを特徴とする請求項１又は２に記載の物標認識装置。
【請求項４】
　前記関心方向抽出手段は、前記関心方向として、自車両が走行する走行レーンを認識す
るための路側物が存在する方向を用いることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項
に記載の物標認識装置。
【請求項５】
　車両に搭載される物標認識装置であって、
　レーダ波を送受信する複数の送受信チャンネルを有する送受信器から受信データを取得
するデータ取得手段（Ｓ１０）と、
　自車両の周囲の状況を撮像する画像センサから撮像データを取得する画像取得手段（Ｓ
３０）と、
　前記受信データ及び前記撮像データに基づいてレーダ波を反射した物標を検出する検出
手段（Ｓ２０、Ｓ４０）と、
　を備え、
　前記検出手段は、
　前記データ取得手段が取得した受信データを、前記送受信チャンネル毎に距離ＦＦＴを
行うことによってピーク周波数を検出し距離算出を行う距離算出手段（Ｓ１１０、Ｓ１３
０）と、
　前記距離算出手段により検出されたピーク周波数毎に方位検出を行う方位算出手段（Ｓ
１２０、Ｓ１３０）と、
　前記画像取得手段にて取得した撮像データから、正確に物標の情報を取得することが必
要となる一つ以上の関心方向を抽出し、前記撮像データから抽出された複数の関心方向に
ついて歩行者が存在する方向を最も高い順位とする優先順位を設定する関心方向抽出手段
（Ｓ２１０）と、
　前記距離算出手段による距離算出、及び前記方位算出手段による方位検出が行われた後
に、前記データ取得手段にて取得した受信データを用いて前記関心方向のそれぞれについ
て前記優先順位の高い順にビームフォーミングを行い、ビームフォーミングを行うことに
より得られるデータ列を用いて物標検出を行う物標検出実行手段（Ｓ２３０～Ｓ２６０）
と、
　を備えることを特徴とする物標認識装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーダセンサ及び画像センサの情報を利用して車両の周囲に存在する物標を
認識する物標認識装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、レーダセンサ及び画像センサの情報を利用するセンサフュージョンによって、車
両の周囲に存在する物標を認識し、車両の運転支援等に用いる技術が知られている。この
ような技術では、レーダセンサ及びカメラセンサがそれぞれ独立して検出した検出結果を
融合して物体の検出精度を向上させている。（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１９９１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、レーダセンサの一つであるミリ波レーダでは、電波（ミリ波）の拡がりのた
め、近接して存在する複数の物標を個々に分離して検出することが困難であり、これらを
一つの物標として検出してしまうという問題がある。このため、ミリ波レーダによる検出
結果を用いた場合、センサフュージョンによる物標認識の精度が低下するという問題があ
った。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、ミリ波等の電磁波を用いたセ
ンサ及び画像センサの両方を搭載した物標検出装置において、物標の検出精度を向上させ
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた物標認識装置は、車両に搭載され、データ取得手段
がレーダ波を送受信する複数の送受信チャンネルを有する送受信器から受信データを取得
する。また、画像取得手段が、自車両の周囲の状況を撮像する画像センサから撮像データ
を取得する。そして、検出手段が、受信データ及び撮像データに基づいてレーダ波を反射
した物標を検出する。
【０００７】
　ここで検出手段では、関心方向抽出手段が、画像取得手段にて取得した撮像データから
、正確に物標の情報を取得することが必要となる一つ以上の関心方向を抽出する。物標検
出実行手段は、データ取得手段にて取得した受信データを用いて、関心方向のそれぞれに
ついてビームフォーミングを行い、ビームフォーミングを行うことにより得られるデータ
列を用いて物標検出を行う。
【０００８】
　このような物標認識装置によると、物標の方位を撮像データから抽出された関心方向と
して検出し、物標の距離を、関心方向についてビームフォーミング行うことによって検出
するため、レーダセンサ及び画像センサの情報を利用して、自車両の周囲に存在する物標
を精度よく検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の物標認識装置の構成を示すブロック図である。
【図２】レーダセンサ及び画像センサの検知範囲を示す説明図である。
【図３】物標認識の処理を表すフローチャートである。
【図４】通常検出処理を表すフローチャートである。
【図５】特定方向検出処理を表すフローチャートである。
【図６】（ａ）は１サイクル中に全検出処理と特定方向検出処理とが時分割で実行される
ことを示す説明図であり、（ｂ）は（ａ）よりＣＰＵの処理能力が高いときにより多くの
特定方向検出処理が実行されることを示す説明図である。
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【図７】（ａ）は、自動車専用道路において、自車両の前方に前方車両及びバイクが存在
し、前方車両がバイク及びガードレールに近接して走行している状況を示す説明図であり
、（ｂ）はＤＢＦの処理結果を示す説明図であり、（ｃ）は関心方向の優先順位を示す説
明図である。
【図８】（ａ）は、市街地において、自車両の前方に、バイク、前方車両、及び歩行者が
互いに近接して存在している状況を示す説明図であり、（ｂ）はＤＢＦの処理結果を示す
説明図であり、（ｃ）は関心方向の優先順位を示す説明図である。
【図９】（ａ）は、図８（ａ）に示す状況に加えて標識及びマンホールが近接して存在し
ている状況を示す説明図であり、（ｂ）は関心方向の優先順位を示す説明図である。
【図１０】第２実施形態の物標認識装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】第２実施形態の通常検出処理を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　＜第１実施形態＞
　＜全体構成＞
　本発明の物標認識装置１０が適用された運転支援システム１では、図１に示すように、
物標認識装置１０は、レーダセンサ２０、画像センサ３０、及び運転支援実行装置４０の
それぞれと通信可能に接続されている。レーダセンサ２０は、
自車両の前方に設定された探査領域に向けてレーダ波を照射し、その反射波を受信する。
画像センサ３０は探査領域を撮像し、物標認識装置１０は、レーダセンサ２０及び画像セ
ンサ３０での検出結果に従って、探査領域内に存在する各種物標を認識する。運転支援実
行装置４０は、物標認識装置１０での処理結果（物標情報）に従い、各種車載機器を制御
して所定の運転支援を実行する。
【００１１】
　＜レーダセンサ＞
　レーダセンサ２０は、自車両の前方に設定され、後述する物標検出装置（特に通常検出
処理）１０とともに、ミリ波を利用して所定の探査領域内に存在する物標を検知する周知
のＦＭＣＷ（Frequency Modulated Continuous Wave ）レーダを構成する。
【００１２】
　具体的には、レーダセンサ２０は、車両の前端部に配置され、時間に対して周波数を直
線的に上昇（上り変調）および下降（下り変調）させた送信波を探査領域に向けて送信し
、前方の物標で反射された電波を受信し、送信波と受信波とをミキシングして、レーダセ
ンサ２０と物標との距離Ｒ及び相対速度Ｖに対応したビート周波数をもつビート信号を抽
出する。
【００１３】
　ただし、レーダセンサ２０は、送信アンテナ及び受信アンテナのうち少なくとも一方が
アレイアンテナによって構成され、送信アンテナと受信アンテナの組み合わせをチャンネ
ルと呼ぶものとして、チャンネル毎にビート信号を抽出している。レーダセンサ２０は、
ビート信号を、ＡＤコンバータによってＡＤ変換して出力する。出力されたビート信号は
、物標認識装置１０に入力される。
【００１４】
　＜画像センサ＞
　画像センサ３０は、自車両の前側における中央付近に配置されたＣＣＤカメラからなり
、このＣＣＤカメラは、レーダセンサ２０の検知範囲より広い角度範囲を検知範囲とする
（図２参照）。画像センサ３０は、ＣＣＤカメラで撮像した撮像データに対して、テンプ
レートマッチング等の周知の画像処理を行うことにより、撮像範囲内に存在する所定の物
標（車両、歩行者等）を検出する。
【００１５】
　そして、画像センサ３０は、この処理により検出された物標（以下、画像物標という）
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の情報を画像物標情報として物標認識装置１０へ送信する。なお、画像物標情報には、検
出した画像物標の種類、大きさ、位置（距離、方位）についての情報が少なくとも含まれ
ている。
【００１６】
　＜運転支援実行装置＞
　運転支援実行装置４０は、制御対象となる車載機器として、各種画像を表示するモニタ
や、警報音や案内音声を出力するスピーカを少なくとも備える。運転支援実行装置４０は
、制御対象となる車載機器として、更に、自車両に搭載された内燃機関、パワートレイン
機構、ブレーキ機構等を制御する各種制御装置を含んでいてもよい。
【００１７】
　＜物標認識装置＞
　物標認識装置１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭからなるマイクロコンピュータを中心に
構成され、更に高速フーリエ変換（ＦＦＴ）等の信号処理を実行するためのデジタルシグ
ナルプロセッサ（ＤＳＰ）を備える。物標認識装置１０は、画像センサ３０から取得した
画像物標情報及びレーダセンサ２０から取得したビート信号に従って、少なくとも、運転
支援実行装置４０に提供するための物標情報を生成する物標認識処理を実行する。
【００１８】
　＜物標認識処理＞
　物標認識処理を図３に示すフローチャートに沿って説明する。本処理は、エンジンが始
動すると、所定の測定サイクル毎に繰り返し実行される。
【００１９】
　まずＳ１０では、チャンネル毎に生成されたビート信号をレーダセンサ２０から取得し
、続くＳ２０では、通常検出処理を実行する。通常検出処理では、ＦＭＣＷレーダにおけ
る周知の手法により、物標候補毎に自車両との距離や相対速度を検出する。次にＳ３０で
は、画像センサ３０で生成された画像物標情報を取得する。続くＳ４０では、画像物標情
報から抽出した後述する関心方向を用いた特定方向検出処理を実行し、本処理を終了する
。
【００２０】
　＜通常検出処理＞
　次に、物標認識処理のＳ２０で実行する通常検出処理を図４に示すフローチャートに沿
って説明する。
【００２１】
　まず、Ｓ１１０では、距離ＦＦＴを実行して物標までの距離を検出する。つまり、取得
したビート信号について、チャンネル毎に、且つ変調（上り変調／下り変調）期毎に、時
系列方向の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を実行する。そして、ＦＦＴの処理結果として、
周波数軸上で、信号強度が予め定めた閾値を超えて、ピークとなる周波数（ピーク周波数
）を抽出する。
【００２２】
　続くＳ１２０では、Ｓ１１０にて抽出されたピーク周波数毎に、そのピーク周波数にお
ける各チャンネルでの信号成分（振幅、位相）を抽出し、その抽出した信号成分を用いて
、周知のデジタルビームフォーミング（ＤＢＦ）によって物標の方位を推定する。
【００２３】
　次にＳ１３０では、Ｓ１１０で抽出したピーク周波数の周波数群に対して、ピピーク信
号強度やＳ１２０での方位検出の結果及び過去の履歴情報などに基づき、両変調期間（上
り変調期間／下り変調期間）の間で、同一の物標からの反射波に基づいて生成された対に
なるべきピーク周波数（以下、ピークペアという）を特定するペアマッチ処理を行う。
【００２４】
　そして、ペアマッチ処理で特定された各ピークペアについて、そのピーク周波数（以下
、ビート周波数という）ｆｂｕ（上り変調時のビート周波数）、ｆｂｄ（下り変調時のビ
ート周波数）から、式（１）及び（２）に基づいて、それぞれの物標との距離Ｒ及び相対
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速度Ｖを算出する。
【００２５】
【数１】

【００２６】

【数２】

【００２７】
　最後に、Ｓ１４０では、算出結果（距離、相対速度、方位）を通常物標検出情報として
出力する。
　＜特定方向検出処理＞
　次に、特定方向検出処理を図５に示すフローチャートに沿って説明する。
【００２８】
　まず、Ｓ２１０では、画像センサ３０が取得した画像物標情報（種類、距離、方位）を
用いて、予め設定された関心情報を満たす一つ以上の関心方向を抽出し、その優先順位を
設定する。
【００２９】
　関心方向は、正確に物標の情報を取得することが必要となる方向であり、例えば車両が
走行する上で障害となる物標が存在する方向であってもよく、また自車両が走行する走行
レーンを認識するための路側物が存在する方向であってもよい。
【００３０】
　具体的には、画像センサ３０にて周知のテンプレートマッチング処理やエッジ抽出処理
等の画像処理を実行することにより検出された人（歩行者）や車両等が存在する方向、マ
ンホールや標識等の路側物の存在する方向、または、白線及びガードレールの存在する方
向から推定される注意を要する方向を、関心方向として抽出する。
【００３１】
　また、関心方向の優先順位は、例えば、歩行者が存在する方向、二輪車（バイク）が存
在する方向、車両が存在する方向、路側物の存在する方向、の順に優先順位が高いという
特性を有していてもよい。
【００３２】
　また、関心方向の優先順位は、自車両の近くに位置する物標が存在する方向について、
より優先順位が高いという特性を有していてもよい。さらにまた、関心方向の優先順位は
、自車両正面方向の近くに位置する物標が存在する方向について、より優先順位が高いと
いう特性を有していてもよい。また、関心方向の優先順位は、自車両に近づいてくる物標
が存在する方向について、より優先順位が高いという特性を有していてもよい。
【００３３】
　次にＳ２２０では、後述するＳ２３０からＳ２６０の高精度検索処理について未処理で
ある関心方向のうち、最も優先順位の高い関心方向を特定方向に設定する。続くＳ２３０
では、この特定方向を方位角とするＤＢＦを、Ｓ１０で取得したビート信号を用いて実行
する。次にＳ２４０は、Ｓ２３０にてＤＢＦの結果として取得したデータ列について距離
ＦＦＴを実行し、ピーク周波数を抽出する。
【００３４】
　続くＳ２５０では、Ｓ２４０で抽出したピーク周波数の周波数群に対して、通常検出処
理のＳ１３０で実行した処理と同様のペアマッチ処理を行い、距離Ｒ及び相対速度Ｖを算
出する。次にＳ２６０では、算出結果（距離、相対速度、方位）を高精度物標検出情報と
して出力する。
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【００３５】
　ここで、処理時間に余裕があり（Ｓ２７０：ＹＥＳ）、且つ高精度検出処理について未
処理となっている関心方向が残っている場合（Ｓ２８０：ＹＥＳ）は、Ｓ２２０に移行し
、次に優先度の高い関心方向を特定方向に設定して、一連の高精度検出処理を実行する。
ここでは、高精度検出処理を１回実行するのに要する上限時間を高精度検出上限時間とし
て、１サイクルの処理時間のうち残された処理時間がこの高精度検出上限時間以上である
場合に、Ｓ２７０にて処理時間に余裕があると判断する。
【００３６】
　一方、処理時間に余裕が無い場合（Ｓ２７０：ＮＯ）または高精度検出処理を実行して
いない関心方向が存在しない場合（Ｓ２８０：ＮＯ）、本処理を終了する。
　つまり、物標認識処理は、図６（ａ）に示すように、所定のサイクル毎に繰り返され、
１サイクルの処理時間内に、通常検出処理と、できるだけ数多くの関心方向について高精
度検出処理を実行する。ここで、例えばＣＰＵの処理能力が高くなるほど、図６（ｂ）に
示すように、より多くの関心方向について高精度検出
処理が実行される。
【００３７】
　＜動作例＞
　通常検出処理による物標検出結果の算出例と、特定方向検出処理による高精度物標検出
結果の算出例とを、図７～９を参照して説明する。
【００３８】
　＜動作例１＞
　図７（ａ）は、自動車専用道路において、自車両の前方に（前方）車両及び二輪車（バ
イク）が存在し、前方車両がバイク及びガードレールに近接して走行している状況を示す
。このような状況では、通常検出処理では、近接して存在する前方車両及びバイクが、一
体の物標として検出されてしまう（同図（ｂ）太線参照）。
【００３９】
　なおこの状況では、通常検出処理では、車両に近接するガードレールからの反射波によ
って、反射波の生じた位置に、あたかも自車両に対してある相対速度で移動してかのよう
に認識される物標（以下、ゴーストという）が誤って検出される虞がある（同図（ｂ）二
点鎖線参照）。
【００４０】
　これに対し、特定方向検出処理では、取得した画像物標情報から前方車両、バイク及び
ガードレールの存在する方向が認識できるため、ガードレールを除いた前方車両とバイク
とを関心方向として高精度検出処理を実行することにより、互いに他の物標の影響が抑制
され、同図（ｂ）に示すように前方車両とバイクとが個々に検出される。
【００４１】
　なお、この状況では、同図（ｃ）に示すように、バイクの存在する方向が最上位の優先
順位である関心方向１に設定され、前方車両の存在する方向が２番目優先順位である関心
方向２に設定され、バイクが前方車両より先に検出される。
【００４２】
　＜動作例２＞
　図８（ａ）は、市街地において、自車両の前方に、バイク、前方車両、及び歩行者が互
いに近接して存在している状況を示す。このような状況では、通常検出処理では、バイク
、前方車両及び歩行者を、一体の物標として検出してしまう（同図（ｃ）太線参照）。
【００４３】
　これに対し、特定方向検出処理では、バイク、前方車両及び歩行者をそれぞれ関心方向
として高精度検出処理を実行することにより、同図（ｂ）に示すように、バイク、前方車
両、歩行者が個々に分離して検出される。なお、この状況では、バイクに比べて前方車両
が自車両の近くに位置するため、前方車両の存在する方向が２番目の優先順位である関心
方向２に設定され、バイクの存在する方向が３番目の優先順位である関心方向３に設定さ
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れ、まず歩行者が検出された後、前方車両がバイクより先に検出される。
【００４４】
　＜動作例３＞
　図９（ａ）は、図８（ａ）に示す状況に加えて、さらに標識及びマンホールが近接して
存在している状況を示す。このような状況では、特定方向検出処理では、図９（ｂ）に示
すように、自車両の近くに位置するマンホールが４番目の優先順位である関心方向４に設
定され、標識が５番目の優先順位である関心方向５に設定され、マンホールの次に標識が
検出される。
【００４５】
　＜効果＞
　以上説明したように、物標認識装置１０は、まず、周知のＦＭＣＷレーダとしての物標
認識処理である通常検出処理を実行することによって、探索範囲全域において物標を検出
する。
【００４６】
　更に、物標認識装置１０は、通常検出処理の実行後、画像物標情報に基づく関心方向を
用いて特定方向検出処理を実行し、関心方向に存在する物標を通常検出処理の実行時より
も高い精度で検出する。
【００４７】
　従って、物標認識装置１０では、通常検出処理を実行することによって、探索範囲全域
について物標の検出結果（通常物標検出情報）を得ることができるとともに、特に正しく
検知したい領域に存在する物標については、特定方向検出処理を実行することによって、
より精度の高い検出結果（高精度物標検出情報）を得ることができる。
【００４８】
　また、物標認識装置１０では、通常検出処理で実行する距離ＦＦＴにおいてピーク周波
数の信号強度が予め定めた閾値を超えなかった物標についても、特定方向検出処理を実行
することによって検出することができる。
【００４９】
　特に、図７～９に示すように、自車両の前方に近接して位置する複数の物標が存在する
場合、回避制御の対象となる物標（例えば、自車両の近くに存在する歩行者やバイク等）
をより正しく検知する必要が生じることがある。本実施形態の物標認識装置１０は、この
ような用途において好適に利用することができる。
【００５０】
　また、物標認識装置１０では、例えばガードレールのように走行路に沿って連続して位
置している路側物に近接して前方車両が存在する状況において、前方車両の存在する方向
のみを関心方向として特定方向検出処理を実行することによって、該前方車両について、
ガードレールからの反射波によるゴーストの影響が抑制された、高い精度の物標検出結果
を得ることができる。
【００５１】
　さらにまた、物標認識装置１０は、１サイクルの処理時間内に、通常物標検出情報を取
得した後、できるだけ数多くの関心方向について高精度物標検出情報を取得するように構
成されている。これにより、物標認識装置１０での処理結果である物標情報に従い各種車
載機器を制御する運転支援実行装置４０は、所定の運転支援をより高精度に実行すること
ができる。
【００５２】
　＜請求項との対応＞
　図３に示すＳ１０が特許請求の範囲における「データ取得手段」に相当し、Ｓ３０が特
許請求の範囲における「画像取得手段」に相当し、Ｓ４０が特許請求の範囲における「検
出手段」に相当する。また、図５に示すＳ２１０が特許請求の範囲における「関心方向抽
出手段」及び「順位設定手段」に相当し、Ｓ２３０～Ｓ２６０が特許請求の範囲のおける
「物標検出実行手段」に相当する。さらにまた、図４に示すＳ１１０、Ｓ１３０が特許請
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求の範囲における「距離算出手段」に相当し、Ｓ１２０、Ｓ１３０が特許請求の範囲にお
ける「方位算出手段」に相当する。
【００５３】
　また、レーダセンサ２０が特許請求の範囲における「送受信器」に相当し、ビート信号
が特許請求の範囲における「受信データ」に相当する。また、レーダセンサ２０における
送信アンテナと受信アンテナの組み合わせとしてのチャンネルが特許請求の範囲における
「送受信チャンネル」に相当する。
【００５４】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態について説明する。
　図１０に示す運転支援システム２では、通常物標検出情報が物標認識装置１０から画像
センサ３０に出力されている点が第１実施形態とは異なる。また、これに伴い、図１１に
示すように、図４に示す通常検出処理にＳ１５０が追加されている点が第１実施形態とは
異なる。
【００５５】
　つまり、本実施形態の通常検出処理では、図１１に示すように、Ｓ１４０までの処理を
実行後、Ｓ１５０にて通常物標検出情報（距離、方位）を画像センサ３０に出力して、本
処理を終了する。
【００５６】
　このように構成された運転支援システム２では、画像センサ３０は、通常物標検出情報
に基づいて、撮像画面のどの範囲に物標候補が存在するかを推定し、推定したこの設定範
囲に限定してパタンマッチング等の画像認識処理を実行する。つまり、画像センサ３０が
取得する撮像画像において、関心方向が抽出される範囲は、この設定範囲に制限される。
これにより、画像処理の処理量を低減することができる。
【００５７】
　＜他の実施形態＞
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲にて様々な態様で実施することが可能である。
【００５８】
　（１）上記実施形態では図４に示すＳ１２０ではＤＢＦを実行していたが、これに代え
て、Ｓ１２０にて他の周知の方位演算（例えば、方位ＦＦＴ）を実行してもよい。
　（２）上記実施形態では、物標認識装置１０は、通常検出処理と特定方向検出処理とを
時分割で処理するように構成されていたが、これに限るものではなく、通常検出処理と特
定方向検出処理とが並列に実行されるように構成されていてもよい。
【００５９】
　（３）上記実施形態では関心方向の例として、歩行者、車両、バイク、路側物等が存在
する方向を挙げていたが、これに限るものではなく、その他の人や物が存在する方向を関
心方向としてもよい。また、関心方向の優先順位は、運転支援実行装置４０で実行する処
理内容に応じた特性を有するものであってもよい。
【００６０】
　（４）上記実施形態では、レーダセンサ２０及び画像センサ３０の探索範囲が自車両の
前方に設定されていたが、これに限るものではなく、探索範囲は、自車両の周囲、例えば
自車両の後方や側方等であってもよい。
【００６１】
　（５）上記実施形態では、物標認識装置１０が自動車に搭載される装置に適用される例
を説明したが、これに限るものではなく、物標認識装置１０は、オートバイク、電車、及
びその他車両等に搭載されてもよい。
【００６２】
　（６）上記実施形態で例示した物標認識装置１０の構成要素は、ハードウェアで実現し
てもよく、ソフトウェアで実現してもよく、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ
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で実現してもよい。例えば、上述した処理（プログラム）を実行するコンピュータ装置（
例えばマイコン）により物標認識装置１０の少なくとも一部を構成してもよい。また、こ
れらの構成要素は機能概念的なものであり、その一部又は全部を、機能的又は物理的に分
散又は統合してもよい。
【００６３】
　（７）上記実施形態は、本発明が適用された実施形態の一例に過ぎない。本発明は、物
標認識装置、物標認識方法、物標認識装置としてコンピュータを機能させるためのプログ
ラム、そのプログラムを記録した記録媒体、などの種々の形態で実現することができる。
【符号の説明】
【００６４】
　１、２・・・運転支援システム　１０・・・物標認識装置　２０・・・レーダセンサ　
３０・・・画像センサ　４０・・・運転支援実行装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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